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は じ め に 

 

この小冊子は、令和４年３月２７日執行の北秋田市議会議員一般選挙の候補者

及びその運動員の方々が、知っておかなければならない選挙に関する手続を中

心に、選挙運動その他のあらましについて記述したものです。 

 複雑な選挙に関する事項をこの小冊子にまとめることは、もとより不可能な

ことでありますので、記述したものはその基本事項に過ぎません。 

 おわかりにならない点は、北秋田市選挙管理委員会におたずねください。 

 なお、この小冊子では、法令名について次のように省略しておりますのでご注

意ください。 

 

 

法：公職選挙法（昭和 25年法律第 100号） 

 

令：公職選挙法施行令（昭和 25年政令第 89号） 

 

規則：公職選挙法施行規則（昭和 25年総理府令第 13号） 

 

規正法：政治資金規正法（昭和 23年法律第 194号） 
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